
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和６年度
職員の任用に関する状況について



１　職員の任免及び職員数に関する状況（令和７年４月１日）

(1) 職員の採用の状況

単位：人、（　）内は女性数で内書きである。

　事務職 （ 3 ）

　保健師 （ 1 ）

　保育士 （ 0 ）

　栄養士 （ 0 ）

　技術職（技師） （ 2 ）

　技能労務職 （ 0 ）

（ 6 ）

(2) 再任用職員の採用の状況

単位：人、（　）内は女性数で内書きである。

　　フルタイム勤務職員 （ 7 ）

　　短時間勤務職員 （ 2 ）

（ 9 ）

(3) 任期付職員の採用の状況

単位：人

1

0

1

(参考) 会計年度任用職員の任用の状況

単位：人

8

391

399合　　　　　　　　計

　常勤の会計年度任用職員
　（フルタイム）

事務補助等 -

　短時間勤務会計年度任用職員
　（パートタイム）

事務補助等 -

合　　　　　　　　計

　会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2の規定に基づき任用される非常勤職員です。
勤務時間の違いによりパートタイムとフルタイムの2種類に分類されます。

区　　　　　　　　分 職　　　種 人　　　数 備　　　考

　　フルタイム勤務職員 事務職 教育サポートセンター

　　短時間勤務職員 - -

22

4

合　　　　　　　　　　計 26

　任期付職員とは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき採用さ
れる職員で、フルタイム勤務職員と短時間勤務職員がいます。
　どのような場合に採用できるかは法定されており、特定のプロジェクトに係る職など、その終期が
明確な職に就ける場合や住民サービスを向上させるために必要とされる場合などです。

区　　　　　　　　分 職　　　種 人　　　数 所　　　属

0

合　　　　　　　　　　計 14

区　　　　　　　　　　分 人　　　数 備　　　　　　　　　　　考

　再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため定年退職者等のうち改めて採用される職員であ
り、「地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下「地公法改正法」という。）
附則第４条第１項、第２項、第５条第１項、２項、３項又は４項」の規定により採用される再任用職
員、又は「地方公務員法第２２条の４第１項、第２２条の５第１項若しくは第２項又は地公法改正法
附則第６条第１項、第２項、第７条第１項、第２項、第３項若しくは第４項」の規定により採用される
短時間勤務職員が規定されています。

職　　　　　　　　　　種 人　　　数 備　　　　　　　　　　　考

行
政
職

9

1

0

0

4



(4) 職位別任用状況

単位：人

単位：人、（　）内は女性数で内書きである。

　年度中の昇任者数 5 （ 1 ） 4 （ 0 ） 6 （ 4 ） 8 （ 3 ） 23 （ 8 ）

(5) 職員の退職・再就職の状況（令和６年度）

単位：人、（　）内は女性数で内書きである。

　定年退職 10 （ 6 ） 0 （ 0 ） 10 （ 6 ）

　勧奨退職 4 （ 2 ） 0 （ 0 ） 4 （ 2 ）

　自己都合退職 7 （ 4 ） 0 （ 0 ） 7 （ 4 ）

　その他（派遣戻り、免職等） 1 （ 1 ） 0 （ 0 ） 1 （ 1 ）

22 （ 13 ） 0 （ 0 ） 22 （ 13 ）

　再就職者 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 0 （ 0 ）

※　再就職者とは、退職後に当市、外郭団体、出資法人などに就職した職員をいう（(2)の再任用職員を除く。）。

(6)退職管理の状況（令和６年度）

①　制度の概要

②　承認申請書及び再就職者による依頼等の届出件数

該当無し

２　地方公務員法第３８条の２第７項の規定による再就職者による依頼等の届出件数

該当無し

行政職 技能労務職 合　　　計

　　　　退職者合計

　地方公務員法第３８条の２により職員を離職後、営利企業等の地位にいる元職員が離職５年前
に在職していた地方公共団体の執行機関等の組織に対し、営利企業若しくはその子法人等との
間で締結される売買や貸借・請負等の契約で離職前５年間の職務に属するものに関し、離職後２
年間、職務上の行為をするよう、またはしないよう要求・依頼してはならない、とされています。ま
た、職員は、再就職者により依頼等があった場合、公平委員会に届け出なければならないとされ
ています。
　ただし、第３８条の２第６項の規定に該当する場合、上記内容を適用しないとあり、その第６号に
ついては、「志木市職員の退職管理に関する規則」に基づき、再就職者は依頼する場合、市長に
承認申請書を届け出る必要があります。

1　地方公務員法第３８条の２第６項第６号の規定による承認申請書の届出件数

主幹級以上の職員の総数 102

部長相当職 次長相当職 課長相当職 主幹相当職 合　　　計



(7) 部門別職員数の状況

（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

397 406 9 ＜参考＞

[    505    ] [    505    ] [        ] 53.31

合　　計

小　計 40 42 2

下水道 7 7 0

その他 23 24 1

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 10 11 1

小　計
＜参考＞

48 51 3 6.70

教育部門 48 51 3

消防部門 0 0 0

309 313 4 41.10

土木 22 27 5

計

＜参考＞

農水 3 3 0

商工 5 6 1

衛生 30 33 3

労働 0

民生 107 102 △ 5

総務 104 105 1

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 5 5 0

税務 33 32 △ 1

　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

備 考
令和6年 令和7年



（8）等級別基準職務表及び等級等ごとの職員の数の公表 　（令和７年４月１日現在）

２　職員の人事評価の状況
（1）制度の概要

1

栄養士 2

14

　人事評価制度は平成１９年度に試行し、平成２０年度から本格的に実施しています。組
織の目標に向かって能力を最大限に発揮できるよう、職員の能力開発と人材育成を図るこ
とを目的としています。
　また、職員のさらなるモチベーションアップを図るため、人事評価に基づく勤務実績
を、平成２５年度からは昇給に、平成３０年度からは勤勉手当に反映しています。

14 3.5% 部長級

室長 1

理事 2

会計管理者 1

局長（議会事務局長）

８級 部長の職務 14 3.5%

部長 8

1

局長（監査委員事務局長） 1

計

16 4.0% 次長級参事 16

計 16

計 38

７級 次長または参事の職務 16 4.0%

次長 0

副室長 1

館長 3

園長 3

所長 1

副所長 1

14

38 9.4% 課長級

副課長 12

次長 0

主席主幹 3

副園長 3

計 34

６級 課長の職務 38 9.4%

課長

主幹級

専任主幹 0

指導主事 4

次長 2

所長 2

21.5% 主査級

５級 主幹の職務 34 8.4%

主幹 23

34 8.4%

89 22.0% 主任級

４級 主査の職務 87 21.5% 主査 87 87

３級 主任の職務 89 22.0% 主任 89

95 23.5% 主事級

技師 10

保健師 7

保育士 3

計

２級 主事または技師の職務 95 23.5%

主事 73

95

主事補級

技師補 6

保健師 2

保育士 2

計 32

栄養士

（％） 段階

１級 主事補または技師補の職務 32 7.9%

主事補 21

32 7.9%

等級
等級別基準職務表に規定する基準となる
職務

合計 内訳 職制上の段階

(人) （％） 職名 (人) (人)



(2) 職員の勤務成績の評定方法及び活用方法の概要等

３　職員の給与の状況

（1）人件費の状況（令和６年度決算）

（2）職員給与費の状況（令和６年度決算）

　　　　　　　

　　　　（3）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（4）職員の初任給の状況

円 円 円

円 円 円

（5）一般行政職の経験年数別学歴別平均給料の状況

円 円 円 円

円 円

（6）職員手当の状況 ※　会計年度任用職員（フルタイム）を除く。

①期末手当（令和７年４月１日現在）

２．１０月 同

職務上の段階、職務の級等による加算措置あり 同 職務上の段階、職務の級等による加算措置あり 同

計 ２．５０月 ２．１０月 同 計 ２．５０月

１．０５０月 同

12月期 １．２７５月 １．０７５月 同 12月期 １．２５０月 １．０５０月 同

６月期 １．２２５月 １．０２５月 同 ６月期 １．２５０月

令和６年度支給割合 令和７年度支給割合

区分 期末手当 勤勉手当
国の制度
との比較

区分 期末手当 勤勉手当
国の制度
との比較

中　学　卒 － － － －

技能労務職 高　校　卒 － － － －

高　校　卒 278,300 － 413,200－

一般行政職 大　学　卒 291,700 395,600 402,700 388,100

高　校　卒 194,500 194,500 188,000

区　　　　分 経験年数10～14年 経験年数20～24年 経験年数25～29年 経験年数30～34年

区　　　　　分 志　木　市 埼　玉　県 国

一般行政職 大　学　卒 225,600 225,600 220,000

令和7年 40.8 317,143 431,661 393,500

令和6年 41.4 309,241 420,882 387,600

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

372 1,365,842 461,716 617,432 2,444,990 6,573

人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計Ｂ 給与費 B/A

　　　　　　　　　　　％

76,153 28,235,867 1,906,155 4,020,628 14.2 13.9

６年度 人　　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

（参考）

（令和7年1月1日） 　　　　　Ａ 　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 令和5年度の人件費率

　人事評価は、志木市職員人事評価実施要領に基づき、能力評価及び業績評価を行い、両方
の評価を組み合わせることで、職位ごとの職務遂行能力がどのように発揮され、業務をどの水準
まで達成して業績をあげたかを正確に把握します。それを昇給や勤勉手当に反映することで、職
員の積極的な意欲を引き出し、その能力を十分に発揮し、最大限の成果を上げることができるよう
に活用します。

区　分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率



②退職手当（令和７年４月現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職者　2～45%加算 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（退職時特別昇給 無し ） （割増率２～４５％）

③地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

④特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

種類

千円

⑤時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ６ 年 度 決 算 ） 481

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ） 91,687

支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ５ 年 度 決 算 ） 413

月額 2,500円

支 給 実 績 （ ６ 年 度 決 算 ） 100,520

犬猫等の死体の収容業務に従
事する職員

犬猫等の死体処理 － １件　200円

福祉業務に従事する職員
現業員及び指導員 2,052 月額 4,500円

主査級の園長 －

行旅病人・行旅死亡人及び変
死人の取扱業務又は収容業務
に従事する職員

行旅病人 － １人　500円

行旅死亡人・変死人 － １体　3,000円

区分 主な支給対象業務 支給実績（６年度決算） 左記職員に対する支給単価

感染症にかかるおそれがある
業務及び特定の毒物又は劇物
の取扱業務に従事する職員

業務に従事した職員 － １回　500円

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 52,615

職員全体に占める手当支給職員の割合（６年度） 10.1

手当の種類（手当数） 4

全地域 15 394 15

支給実績（６年度決算） 2,052

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 580,018

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

47.709 47.709 47.709 47.709

支給実績（６年度決算） 228,527

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

志　　　　　　　　木　　　　　　　　　市 国

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875



⑥その他の手当（令和７年４月１日現在）

円

円

円

（7）特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円 月分 月分 月分

円 月分 月分 月分

円 月分 月分 月分

円 月分 月分 月分

円 月分 月分 月分

４　職員の勤務時間及び懲戒処分の状況

(1) 勤務時間の概要

(2) 休暇制度の概要及び種類等

①　年次有給休暇

②　病気休暇

　職員の勤務時間は、１週間あたり３８時間４５分と定められており、原則毎週月曜日から金曜日ま
でのそれぞれ８時３０分から１７時１５分までの勤務となっております。
　そのうち１２時から１３時までは、休憩時間となっております。

　職員の休暇は、年次有給休暇・病気休暇・特別休暇・介護休暇があります。

　労働基準法第３９条の諸規定に従って与えられる有給による休暇であり、１年につき最高２０
日間付与され、前年度からの繰越分を含めると最高４０日間となります。

　勤労意欲があっても負傷又は病気のため勤務することができない職員に対し、医師の証明
等に基づき最高で９０日間、その治療に専念させる目的で設けられた有給の休暇です。

2.150 4.300

議 員 357,000 2.150 2.150 4.300

4.300

報
酬

議 長 430,000 2.150 2.150 4.300

副 議 長 378,000 2.150

給
料

市 長 868,000 2.150 2.150 4.300

副 市 長 764,000 2.150 2.150

区　　　分 給料月額等
期末手当（月）

６月期 １２月期 計

主席主幹 42,000円

主幹 40,000円

専任主幹 32,000円

円

理事 65,000円

次長 60,000円

参事 58,000円

課長 55,000円

副課長

115,956

管理職手当

部長 82,000円

異 定額支給 63,262 千円 620,216

50,000円

通勤手当

交通機関等利用者　6ヶ月の
定期券の価額の6分の1
自動車等の交通用具使用者
２Ｋｍ以上の者に対し、使用
距離に応じ31,600円以内で支
給

同 － 34,439 千円

227,008

住居手当 借家　最高限度28,000円 同 － 31,719 千円 320,394

扶養手当
子　　　　　 11,500円
父母等　　 　6,500円

同 － 28,149 千円

（６年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （６年度決算） 平均支給年額

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり



③　特別休暇

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

　配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情
にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母などの親族
で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障
がある者の介護その他の規則で定める世話を行う職員
が当該世話を行うため、勤務しないことが相当であると
認められる場合

　１の年度において５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、１０日）
の範囲で必要と認める期間

　心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を
図る場合

　1の年の６月から１０月の期間内における原則として連続する5日の範囲
内の期間

　地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故
等により出勤することが著しく困難な場合

　その都度必要と認める期間

　妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当である
と認められる場合

　2日の範囲内においてその都度必要と認める期間

　妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間
(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該
出産の日以後１年を経過する日までの期間にある場合
において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に
達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、こ
れらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認
められるとき

　当該期間内における5日の範囲内の期間

　９歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある
子（配偶者の子を含む。）を養育する職員が、その子の
看護等（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世
話、疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定
めるその子の世話若しくは学校保健安全法（昭和33年
法律第56号）第20条の規定による学校の休業その他こ
れに準ずるものとして規則で定める事由に伴うその子の
世話又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち
規則で定めるものへの参加をすることをいう。）のため勤
務しないことが相当であると認められる場合

　１の年度において５日（その養育する９歳に達する日以後の最初の３月
３１日までの間にある子が２人以上の場合にあっては、１０日）の範囲内で
必要と認める期間

　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若し
くは遮断又は健康診断の場合

　その都度必要と認める期間

　災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 　7日の範囲内においてその都度必要と認める期間

　結婚の場合 　7日の範囲内において必要と認める期間

　生理日における勤務が著しく困難な場合 　3日の範囲内においてその都度必要と認める期間

　忌引の場合 　続柄・生計により１日～７日

　配偶者及び父母の祭日の場合
　それぞれ1日の範囲内の期間。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合
は、往復に要する実日数を加算した期間

　妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に
関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定
する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を
受ける場合

　妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは
4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産ま
では1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示が
あった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1
回につき1日の範囲内でその都度必要と認める期間

　妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の
程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める
場合

　正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超え
ない範囲内でそれぞれ必要と認める期間

　生後1年に達しない子を育てる場合

　 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当
該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけ
るこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基
準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日
2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引
いた期間を超えない期間)

　選挙権その他公民としての権利を行使する場合 　その都度必要と認める期間

　裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判
所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合

　その都度必要と認める期間

　出産の場合
　出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前から産後8週
間を経過するまでの期間

　特別の事由により勤務しないことが相当である場合に認められる有給の休暇です。

特　　別　　休　　暇　　の　　項　　目 日　　　　　数



⑲

⑳

㉑

④　介護休暇

(3) 年次有給休暇の取得状況

単位：日

(4) 育児休業等の取得状況

単位：人

取得者合計 23 15 12 4

うち女性 17 11 10 4

５　職員の分限及び懲戒処分の状況
(1) 分限処分の状況

単位：人

0 0 0 0 0

（ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

0 0 0 0 0

（ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ） （ 0 ）

※（　）内は、前年度の人数を示す。　

単位：人

7 0休　職　処　分 心身の故障（地方公務員法第２８条第２項第１号）

降　　　任

免　　　職

区　　　　　　　分 病気休職 刑事休暇 説　　　　　　　　　　明

区　　　分
勤務成績が良くない場
合

心身の故障のため職
務遂行に支障がある場
合

その職に必要な適格性
を欠く場合

廃職又は過員を生じた
場合

合　計

　　　　　　　　　　　　　　　　休業の種類

　休業者の内訳

育児休業 部分休業

　  うち新規 　  うち新規

　配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの親族で負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわた
り日常生活を営むのに支障がある者の介護をするために、勤務しないことが相当であると認めら
れる場合における無給の休暇です。

区　　　　　　　分 令和５年度 令和６年度 説　　　　　　　　　　明

平 均  取 得 日 数 １２日　４/８時間 15日

　骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の
ための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実
施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父
母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄
若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供
する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入
院等をする場合

　その都度必要と認める期間

　自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に
貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除
く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認
める場合
ア　相当規模の災害支援　イ　障害者施設等の活動　ウ
介護支援

　1の年において5日の範囲内で必要と認める期間

　不妊治療を受ける場合
　1の年度において5日（体外受精その他の規則で定める不妊治療を受
ける場合にあっては、10日）の範囲内で必要と認める期間



(2) 懲戒処分の状況
単位：人

　一般服務関係（欠勤・勤務態度不良等） 0 1 0 0 1

　交通事故・交通法規違反 0 0 0 0 0

　公務外非行 0 0 0 0 0

　監督責任 0 0 0 0 0

６　職員の服務の状況

(1) 職員の守るべき義務の概要

(2) 職務専念義務免除の状況

単位：件

(3) 営利企業等従事の許可の状況

単位：件

７　職員の研修の状況

(1) 研修の概要

①　年次有給休暇市主催研修

②　彩の国さいたま人づくり広域連合主催研修

研　修　名 人　数 研　修　内　容

新規採用職員研修、中級職員
研修、主査級研修、課長補佐級
研修、課長級研修等

111
接遇マナーの基礎とチームワーク、キャリアデザイン、政策形成、メンタルヘル
ス、管理者としての役割等

研　修　名 人　数 研　修　内　容

新規採用職員研修、入庁２年目
職員研修、入庁３年目職員研修
等

71 接遇、文書事務、財務事務、行政法等

　任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする会社等の役員を兼ねたり、報酬を得ていか
なる事業若しくは事務に従事等してはならないとされています。
　任命権者の許可基準は、志木市職員の営利企業等の従事制限に関する規則に定められてい
ます。

営　　利　　企　　業　　等　　従　　事　　の　　許　　可　　の　　事　　由 件　　数

　農業、不動産管理等 1

　知識、技能、能力などを生かした活動 5

　地方公務員法第３０条は、服務の根本基本として、「すべての職員は全体の奉仕者として公共
の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければな
らない。」と規定しています。
　この根本基本の趣旨を具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令等及び上司の職務
上の命令に従う義務（同法第３２条）、信用失墜行為の禁止（同法第３３条）、秘密を守る義務（同
法第３４条）、職務に専念する義務（同法第３５条）、政治的行為の禁止（同法第３６条）、争議行為
等の禁止（同法第３７条）、営利企業等の従事制限（同法第３８条）など、服務上の強い制約を課し
ています。

　志木市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例により、研修、福利厚生事業に参加す
る場合に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除されることがあります。

主な免除理由 合　　計

・厚生に関する計画の実施に参加する場合（健康診断）
・その他市長が定める場合（昇任選考試験・リフレッシュ休暇）

3

処　　　　分　　　　事　　　　由 免　職 停　職 減　給 戒　告 合　計　



③　専門研修

④　派遣研修

８　職員の福祉及び利益の保護の状況

(1) 福利厚生制度の概要

(2) 福利厚生制度に係る市の負担状況

(3) 公務災害の発生の状況

単位：件

4 1

９　公益通報の状況

（1）制度の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（2）通報件数（令和６年度）

公務災害及び通勤災害

　職員が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる通報について、「志木市職員等
公益通報実施要綱」を定め、法令順守の徹底及び通報した職員の保護を図り、もって透明かつ
公正な市政運営に資することを目的に通報窓口を設置しています。

通報件数

1件

　職員の共済制度は、地方公務員法第４３条に基づいて定められた地方公務員等共済組合法に
よって具体的に定められています。共済制度を運用し、実施する主体は埼玉県市町村職員共済
組合です。
　また、任意の互助組織として、志木市職員互助会を組織し、冠婚葬祭における給付事業やレク
リエーション助成を行っています。

　共済事業を運営する費用は、組合員である職員の負担と使用者である市の負担金によって賄
われており、負担金率は法定されています。
　なお、志木市職員互助会への市の補助金等はありません。

区　　　　　　　分 令和5年度 令和6年度 説　　　　　　　　　　明

市町村職員中央研修所
（市町村アカデミー）

情報公開と個人情報保護、広報の効果的実践等 4 4

その他各種研修機関
総務省自治大学校、埼玉県総合技術センター、地方自治
研究機構等

19 40

派遣先 研修名 講座数 受講人数（述べ）

彩の国さいたま人づくり広
域連合

簿記入門と公会計、マルチタスク対応力向上トレーニング等 18 39

主な研修名 講座数 受講人数（述べ）

職場環境改善研修、業務効率化研修、ロジカルシンキング研修、ＥＢＰＭ研修、メンタルヘ
ルス・ラインケア研修等

17 1102



Ⅱ 勤務条件に関する措置要求等の状況（令和６年度）

１　勤務条件に関する措置の要求の状況

単位：件

※継続中のものを含めて記載しています。

※判定欄には、「取り下げ」、「却下」を含めて記載しています。

２　不利益処分に関する不服申立ての状況

単位：件

※継続中のものを含めて記載しています。

※判定欄には、「取り下げ」、「却下」を含めて記載しています。

　事案はありません。

　事案はありません。

提出年月日 申　　　立　　　内　　　容 判定年月日 原　処　分 判　　　定

提出年月日 申　　　立　　　内　　　容 判定年月日 判　　　定


